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【観光案内所】

　観光ＰＲスタッフが、倉吉市および中

部エリアの旬な観光情報をご案内します。

観光パンフレットも多数そろえ、フリー

パソコンで自由に観光情報を検索するこ

ともできます。

営業時間：午前９時～午後７時

定休日：１月１日～１月３日

問観光案内所（あ２４―５３７０／い２４―５３７２）

【行政サービスコーナー】
　市役所窓口を開設し、各種証明書を発行します。

取扱証明書の種類：戸籍の謄抄本（除籍を除く）、住民票の写し、

身分証明書、印鑑証明書、所得証明書、固定資産証明書、課税証

明書

取扱時間：午前９時～午後５時（即時発行します）

定休日：１２月２９日～１月３日、祝日、毎週月曜日

問行政サービスコーナー（あ２４―５３７０／い２４―５３７２）

【物産館「くらよし駅ヨコプラザ」】
　二十世紀梨、極実すいか、砂丘ながいもなど、倉吉市および中部エ

リアの季節ごとの特産品、土産物などを多数そろえています。

営業時間：午前７時３０分～午後７時３０分

定休日：年中無休

問物産館「くらよし駅ヨコプラザ」（あ２４―５３３３／い２４―５３３５）

　

「
エ
キ
パ
ル
倉
吉
」は
、
平
成
22
年
度
に
倉
吉
駅
交
流
セ
ン
タ
ー
１
期
工
事
を
終

え
、
す
で
に
多
目
的
ホ
ー
ル
・
交
流
ホ
ー
ル
な
ど
が
供
用
さ
れ
て
ま
す
。
こ
の
た

び
２
期
工
事
を
完
了
し
、
11
月
１
日（
火
）か
ら
、
全
館
供
用
と
な
り
ま
し
た
。

　

２
期
工
事
で
完
成
し
た
の
は
、
物
産
館
で
あ
る「
く
ら
よ
し
駅
ヨ
コ
プ
ラ
ザ
」と
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
観
光
案
内
所
で
す
。

　

新
た
な
交
流
の
拠
点
と
し
て
、
皆
さ
ん
の
ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

問景観まちづくり課（あ２２―８１７５／い２２―８１４０）

問観光交流課（あ２２―８１５８／い２２―８２３０）

「
エ
キ
パ
ル
倉
吉
」全
館
オ
ー
プ
ン

「
エ
キ
パ
ル
倉
吉
」全
館
オ
ー
プ
ン

倉吉駅グランドオープン記念「ばえん祭」開催！

　倉吉の方言である「ばえる（騒ぐ、暴れるという意味）」のとおり、

踊って、騒いで、暴れるイメージの活気のある元気な祭りが開催

されます。

　鬼太郎列車が倉吉駅にやってくるほか、倉吉駅前を歩行者天国

にしてサンバ隊のパレード、多彩なステージイベント、にぎわい

屋台などが展開されます。みどころ満載のばえん祭にレッツゴー！

と　き：１１月６日（日）午前１０時～午後８時

ところ：【メイン会場】駅前広場

【サブ会場】倉吉パープルタウン

問「倉吉ばえん祭」実行委員会（あ０８０―６３４９―０８９５）

▲ イメージキャラクター
「ばえ太郎」

※これは、イメージ図です。

NEW OPEN!
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火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え

ま
す
。

　

火
災
予
防
に
関
す
る
意
識
を
高
め
る
こ

と
で
、
火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
尊
い
生

命
と
貴
重
な
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と
を

目
的
に
、
11
月
９
日
か
ら
１
週
間
、
秋
季

全
国
火
災
予
防
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
。

平
成
22
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
な
ど
を
審
議

　

平
成
23
年
９
月
第
４
回
倉
吉
市
議
会
定
例
会
が
、
９
月
５
日（
月
）か
ら
21
日（
水
）ま
で
開

催
さ
れ
、
平
成
22
年
度
一
般
会
計
決
算
な
ど
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
録（
質
問
、答
弁
な
ど
）は
、
各
地
区
公
民
館
、
各
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー
、
市
立
図
書
館

な
ど
で
、
11
月
中
旬
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

市
議
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
は
、
倉
吉
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
利
用
で
き
ま
す
。

問
議
会
事
務
局（
あ
２
２
―

８
１
４
５
／
い
２
２
―

８
１
４
６
）

▼

議　

長

：

谷
本 

修
一
議
員 

▼

副
議
長

：

佐
々
木 

敬
敏
議
員

■
報　

告
■

【 

報
告
受
理　

２
件 

】

● 

平
成
22
年
度
倉
吉
市
健
全
化
判
断
比

率
及
び
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て

● 

議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決
処
分
に

つ
い
て（
損
害
賠
償
額
の
決
定
）

■
議　

案
■

【 

認　
　

定　

20
件 

】

●
平
成
22
年
度
一
般
会
計
決
算

●  

平
成
22
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計
な
ど
19
件
の
決
算

【 

原
案
可
決　

15
件 

】

● 

平
成
23
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
・
第
３
号
）

● 

平
成
23
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
な

ど
、
２
件
の
特
別
会
計
補
正
予
算

● 
市
職
員
の
給
与
条
例
の
一
部
改
正

● 
現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
雇

用
情
勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備

を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

● 

障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等

に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害

保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で
の

間
に
お
い
て
障
害
者
等
の
地
域
生

活
を
支
援
す
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

● 

農
林
業
振
興
事
業
分
担
金
徴
収
条

例
の
一
部
改
正

● 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
条
例
の
一

部
改
正

● 

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
保
存

条
例
の
条
例
の
一
部
改
正

● 

災
害
弔
慰
金
支
給
条
例
の
一
部
改
正

● 

防
災
行
政
無
線
施
設
更
新
整
備
工

事
の
請
負
契
約
の
締
結

● 

陸
上
競
技
場
改
修
工
事
の
請
負
契

約
の
締
結

● 

河
北
中
教
室
棟
建
築
工
事
の
請
負

契
約
の
締
結

● 

河
北
中
既
存
校
舎
改
修
工
事
の
請

負
契
約
の
締
結

【 

同　

意　

２
件 

】

●
功
労
表
彰
に
つ
い
て

● 

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

■
選　

挙
■

【 

投　

票 

２
件 

】

●
議
長
及
び
副
議
長
選
挙

議　

長

： 

谷
本 

修
一
議
員

副
議
長

：

佐
々
木 

敬
敏
議
員

■
請　

願
■

【 

採　

択 

１
件 

】

● 

地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
を
求
め

る
請
願
に
つ
い
て

■
陳　

情
■

【 

継
続
審
査 

１
件 
】

● 

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高

め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
条
例
改
正

に
つ
い
て

市議会報告 

９月定例会

《消したはず 決めつけないで もう１度 ～秋季全国火災予防運動～》
実施期間：１１月９日（水）～１５日（火）の７日間

問防災安全課（あ２２―８１６２／い２２―１０８７）

　

火
災
で
の
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、住
宅
用
火

災
警
報
器
を
設
置
し
、火
災
の
早
期
発
見
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

※ 

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し

ま
し
ょ
う
。

ストーブは、燃えやすいものから離
れた位置で使用する。

ガスコンロなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す。

寝たばこは、絶対にやめる。

【３つの習慣】

逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する。

火災を小さいうちに消すために、住
宅用消火器などを設置する。

お年寄りや身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制をつくる。

寝具、衣類、およびカーテンからの火
災を防ぐために、防炎品を使用する。

【４つの対策】

く
ん
と
確
認
し
よ
う
！

住
宅
防
火 

命
を
守
る

 

７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

〜
３
つ
の
習
慣
・
４
つ
の
対
策
〜

旬の話題やニュースをピックアップして紹介します。
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旬の話題やニュースをピックアップして紹介します。

《国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です》
問控除証明書専用ダイヤル（平成２４年３月１５日（木）まで開設）（あ０５７０―０７０―１１７）
日本年金機構倉吉年金事務所（あ２６―５３１１）、または市民課（あ２２―８１５５／い２２―２９５４）

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
、
国
民

年
金
保
険
料
を
申
告
す
る
場
合
は
、

11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
る「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金

保
険
料
）控
除
証
明
書
」（
以
下
、
証
明

書
）
の
添
付
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
申
告
の
際
ま
で
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
10
月
１
日
以
降
に
今
年
初

め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

人
に
は
、
平
成
24
年
２
月
上
旬
に
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
証
明
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
月
分
以
外
の
保
険
料
を
、
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
納
付
し
た
場
合
も
、

今
年
分
と
し
て
申
告
で
き
ま
す
。
証

明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
料
額

に
、
後
か
ら
納
付
し
た
保
険
料
額
を

合
算
し
て
申
告
し
、
後
か
ら
納
付
し

た
保
険
料
分
の
領
収
証
書
も
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　

家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
は
、
納
付
し
た
人
が
そ
の
保

険
料
を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

《国民健康保険（国保）についてのお知らせ》
国保は、国民皆保険を支える大切な地域医療保険です。

問医療保険課（あ２２―８１２４／い２２―２９５４）
　

倉
吉
市
の
国
民
健
康
保
険
は
、
平
成

22
、
23
年
度
の
２
年
度
間
の
国
保
会
計

の
推
計
を
基
に
、
平
成
22
年
度
に
保
険

料
率
改
定
を
行
い
、
現
在
、
事
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
間
、
保
険
料
の
引
き
上
げ
幅
を

抑
制
す
る
た
め
、
一
般
会
計
か
ら
国
保

会
計
へ
繰
り
入
れ
る
金
額
の
増
額
や
、

国
保
基
金
を
取
り
崩
し
て
国
保
会
計
に

繰
り
入
れ
る
措
置
を
行
っ
て
い
る
た
め
、

国
保
会
計
の
実
質
的
な
収
支
は
赤
字
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
ま
ま
の
保
険
料
率
で
、
平
成

24
年
度
か
ら
３
年
度
間
、
国
保
事
業
を

行
う
と
、
国
保
会
計
の
推
計
は
、

① 

被
保
険
者
数
の
減
少
に
よ
り
、
保
険

料
収
入
が
減
少
す
る
。

② 

医
療
の
高
度
化
に
よ
り
１
人
当
た
り

の
医
療
費
が
増
加
し
、
被
保
険
者
数

は
減
少
す
る
も
の
の
、
医
療
給
付
費

は
逆
に
増
加
す
る
。

③ 

国
保
基
金
保
有
額
が
約
２
億
円（
平
成

23
年
度
予
算
）
ま
で
減
少
し
、
国
保
会

計
へ
の
繰
り
入
れ
が
厳
し
く
な
る
。

な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
赤
字
額
は
約

５
億
７
千
万
円
に
な
る
と
推
計
さ
れ
、

財
政
運
営
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
る
と

予
想
さ
れ
ま
す
。

【国保会計推計】
　※退職者医療及び介護納付金関係数値は除く。 （単位：千円）

区  分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 ３年度計

歳出

医療給付費 ３，４１０，１９２ ３，４７４，８２２ ３，５３９，８００ １０，４２４，８１４
後期高齢者
支援金

６６７，４０２ ６７７，６７４ ６８７，９５５ ２，０３３，０３１

その他 ８９３，２１２ ９２１，１７１ ９４９，１３０ ２，７６３，５１３
計 ４，９７０，８０６ ５，０７３，６６７ ５，１７６，８８５ １５，２２１，３５８

歳入

保険料収入 ８１９，５５７ ８０６，８５０ ７９４，１４４ ２，４２０，５５１
公費等 ２，９３４，５１１ ２，９７８，２８８ ３，０２２，２４１ ８，９３５，０４０
その他 １，０７５，２３１ １，０９７，７４７ １，１２０，２６２ ３，２９３，２４０

計 ４，８２９，２９９ ４，８８２，８８５ ４，９３６，６４７ １４，６４８，８３１

収  支 △ １４１，５０７ △ １９０，７８２ △ ２４０，２３８ △ ５７２，５２７

　

こ
の
推
計
赤
字
額
を
解
消
し
、
国
保

財
政
の
健
全
化
を
図
る
た
め
、
倉
吉
市

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
意
見
を

聴
き
、
平
成
24
年
度
以
降
の
保
険
料
率

の
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

国
保
は
、
国
民
皆
保
険
を
支
え
る
大

切
な
地
域
医
療
保
険
で
す
。
皆
さ
ん
が

安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
た
め
の
大
切

な
制
度
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
財
政

基
盤
が
弱
い
の
も
事
実
で
あ
り
、
こ
う

し
た
実
情
を
考
慮
し
て
、
一
定
割
合
の

公
費
負
担
や
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
を
行
い
な
が
ら
、
財
政
運
営
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

国
保
財
政
の
健
全
な
運
営
の
た
め
に

は
、
保
険
料
の
滞
納
を
な
く
す
こ
と
が

大
切
で
す
。
ま
た
、健
康
づ
く
り
に
努
め
、

疾
病
の
予
防
や
早
期
発
見
、
早
期
治
療

に
よ
り
、
医
療
費
の
削
減
を
図
る
こ
と

も
大
切
で
す
。

　

市
は
今
後
も
、
国
保
保
険
者
と
し
て

収
納
率
向
上
や
医
療
費
適
正
化
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
料
率
改
定
の
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す

「特定健診」は、もう
受診しましたか？
　倉吉市国民健康保険では、

４０～７５歳未満の人を対象

に、糖尿病、高血圧、心臓

病など、生活習慣病の予防

を目的として特定健診を実

施しています。

　特定健診は、地区公民館な

どでの集団健診と、医療機関

での個別健診で受診できます。

　自分自身の健康管理のた

め、年１回は必ず特定健診

を受けましょう。

　受診の際には、受診券と

保険証を持参してください。

　なお、現在治療中・通院

中の人も受診の対象です。

　詳しくは、「くらよし健康

ガイド」をご覧ください。

「特定保健指導」の利用も
　特定健診の結果で内臓脂

肪型肥満があり、医師から

生活習慣の改善が必要と認

められた人は、「特定保健指

導」（無料）を受けることがで

きます。これは、生活習慣

を改善するために医師、保

健師、栄養士などの専門家

の支援を一定期間受けるこ

とができるものです。

　対象者には、特定健診の

結果通知とは別に「特定保健

指導利用説明会」の開催案内

を送ります。

　生活習慣を改善して健康な

生活が継続できるよう、積極

的な利用をお願いします。
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【
対
象
児
童
の
年
齢
】
生
後
57

日
目
〜
就
学
前

【
受
付
場
所
】
入
所
を
希
望
す

る
保
育
所

※ 

市
外
保
育
所
へ
の
入
所
を
希
望
す

る
人
は
、
子
ど
も
家
庭
課
で
受
け

付
け
ま
す
。

【
入
所
申
込
資
格
】
次
の
よ
う

な
理
由
で
、
保
護
者
や
同
居
す

る
人
全
員
が
、
お
子
さ
ん
を
保

育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
家
庭

① 

昼
間
、
家
庭
の
内
外
で
、
児

童
と
離
れ
て
家
事
以
外
の
労

働
を
し
て
い
る
。

② 

出
産
の
前
後
で
あ
る（
出
産

の
前
後
各
３
か
月
間
に
限
り

ま
す
）。

③ 

病
気
や
ケ
ガ
、
障
が
い
が
あ

る
。
ま
た
は
、
常
時
同
居
の

人
の
看
護
・
介
護
に
あ
た
っ

て
い
る
。

【
給　

食
】
栄
養
バ
ラ
ン
ス
を

考
え
た
献
立
を
各
保
育
所
で
用

意
し
ま
す
。

 

３
歳
未
満
児

：

主
食
・
副
食
・

お
や
つ
２
回

３
歳
以
上
児

：

副
食
・
お
や
つ

１
回
で
主
食
は
持
参

【
保
育
料
】
保
護
者
の
前
年
分
の

所
得
税
、
前
年
度
分
の
市
民
税

の
課
税
額
、
お
よ
び
子
ど
も
の

年
齢（
３
歳
以
上
、
３
歳
未
満
の

２
区
分
）に
よ
り
決
定
し
ま
す
。
倉吉市内認可保育所一覧

地区名 保育所名 公・私立 定員 所在地
開所時間

（延長時間含む）
特別保育

電話番号
一時 休日 オープンデー

上北条 上北条保育園 私立 90 新田360―2 7 :00～19 :00 △ 水曜 26―0066

上　井

上井保育園 公立 60 福庭町2丁目152 7 :20～18 :50 木曜 26―0868

あゆみ保育園 私立 90 海田西町2丁目251 7 :00～19 :00 △ 木曜 26―0638

ひかり保育園 私立 40 上井町1丁目104 7 :15～19 :15 2・4 木曜 26―1389

西　郷

ババール園 私立 90 山根425―3 7 :00～20 :00 ○ ○ 26―0211

倉吉東保育園 私立 120 上井781―1 7 :15～19 :15 △ 月２回 26―3436

西郷保育園 公立 80 下余戸129―1 7 :20～18 :50 木曜 26―2646

上　灘
どんぐり保育園 私立 120 上灘町41―1 7 :00～19 :00 △ 水曜 22―0252

うつぶき保育園 私立 70 東昭和町177―1 7 :00～20 :00 △ 水曜 22―2933

成　徳
倉吉愛児園 私立 100 東町342 7 :00～19 :00 △ △ 月２回 22―3072

めぐみ保育園 私立 60 仲ノ町742―2 7 :00～19 :00 ○ △ 火曜 22―3488

明　倫
倉吉西保育園 公立 60 余戸谷町2970―1 7 :20～18 :50 木曜 22―2687

ひまわり保育園 私立 60 みどり町3180 7 :10～19 :10 △ 木曜 23―0999

灘　手 灘手保育園 公立 45 尾原500―15 7 :20～18 :50 木曜 22―5405

社

向山保育園 私立 60 和田東町向山917 7 :00～19 :10 木曜 23―0836

みのり保育園 私立 120 西福守町595 7 :00～19 :00 △ 2・4火曜 28―0018

社保育園 公立 60 国分寺342―11 7 :20～18 :50 水曜 28―1755

北　谷 北谷保育園 公立 45 沢谷289―1 7 :20～18 :50 木曜 28―1416

高　城 高城保育園 公立 90 上福田1104 7 :20～18 :50 ○ 木曜 28―2202

小　鴨
西倉吉保育園 私立 60 西倉吉町2―23 7 :15～19 :15 △ 1・3火曜 28―2228

小鴨保育園 公立 90 中河原551―1 7 :20～18 :50 ○ 月～金曜 28―2836

上小鴨 上小鴨保育園 公立 60 鴨河内1731―1 7 :20～18 :50 木曜 28―0306

関　金
関金保育園 公立 90 関金町関金宿2830―2 7 :20～18 :50 ○ 月～金曜 45―2853

山守保育園 公立 45 関金町堀2058―1 7 :20～18 :50 月～金曜 45―2253
《実施事業について》
※延長保育と障がい児保育は全園で実施しています。
※一時保育：保育園に入所していない就学前の児童を緊急・一時的に保育します。
※オープンデー：保育園に入所していない就学前の児童とその保護者に保育園を開放します。
※ ○は市で実施、または市からの委託事業、△は園の自主事業です（自主事業の詳細は、各園にお
問い合わせください）。

《平成２４年度保育所の入所受付》
平成２４年４月１日からの保育所への入所申込を１１月１０日（木）から開始します。

問子ども家庭課（あ２２―８１００／い２２―７０２０）

受付場所・手続：各幼稚園の入学願書に入園料を添えてお申し込みください。

 名　　称  所在地  電話･ＦＡＸ
対象児童
の年齢  保育時間  預かり保育時間 

認定こども園　学校法人 倉吉幼稚園 仲ノ町742－1  
あ22－4680
い22－4677  

１～５歳児
午前７時４０分～

午後３時
午後３時
～６時３０分

　 鳥取短期大学附属幼稚園
認定こども園 ・保育園 福庭854  

あ26－9101
い26－9102  

０～５歳児
午前７時３０分～
午後３時２０分

午後３時２０分
～６時３０分

認定こども園　聖テレジア幼稚園 福吉町1376－6  
あ22－4659
い22－4669  

０～５歳児
午前７時３０分～

午後４時
午後４時～７時

《平成２４年度認定こども園への入園申込を受付中》
入園料など詳しくは、各認定こども園にお問い合せください。


